
 

 

 

 

 

 海外に住んでいる人が，外国にいながら日本の国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制

度」といい，これによる投票を「在外投票」といいます。 

在外投票ができるのは，日本国籍を持つ 18 歳以上の有権者で，在外選挙人名簿に登録さ

れ，在外選挙人証を持っている人です。 

 

＊＊＊登録申請の流れ＊＊＊ 

 出国時申請（盛岡市で受付するもの） 在外公館申請 

対

象 

転出の時点で盛岡市の選挙人名簿に登録されてい

る方（※）で，盛岡市役所に海外への転出届をする方 
※盛岡市に住所を定めてから３カ月以上経過した満 18歳以上

の方を，年４回（３・６・９・12 月の初日）と選挙執行時に選挙

人名簿に登録しています。 

次のすべてに該当する方 

□ 満 18歳以上の日本国民である 

□ 海外に３カ月以上継続して居住している 

□ 在外選挙人名簿に登録されていない 

手

続

き

の

方

法 

海外への転出届をした後で，「在外選挙人名簿登

録移転申請書」を提出してください。 

この申請は，転出届を受け付ける各窓口のほか，盛

岡市役所本館８階の盛岡市選挙管理委員会事務局

で受け付けます。 

申請者の確認のため，申請者のパスポート等（※）

を持参してください。 

代理人による申請も可能ですが，申請者のパスポ

ート等と代理人の本人確認書類を合わせて持参してく

ださい。 

※郵送等での申請はできません。 

海外に住所を定めた後，住所地を管轄する在外公

館（※1）に出向いて，登録申請先の市区町村選挙管

理委員会（※2）にあてた「在外選挙人名簿登録申請

書」を提出してください。 

 
※1 住所地を管轄する在外公館は外務省ホームページで確

認してください。 

※2 1994（平成６）年５月１日以降に日本を出国した方は最終

住所地，1994（平成６）年４月30日以前に日本を出国した方

や外国で出生するなどして日本国内に一度も居住したことが

ない方は本籍地の市区町村選挙管理委員会が登録申請先

となります。 

手

続

き

の

流

れ 

出国したら遅くても転出後４カ月以内に住所を定

め，最寄りの在外公館へ在留届を提出してください。 

盛岡市選挙管理委員会は，外務省を通じて，在外

公館に提出される在留届から国外に住所を定めたこと

を確認し，在外選挙人名簿に登録を移転します。 

在外選挙人証は外務省・在外公館を経由して交付

されます。 

 申請から在外選挙人証の交付を受けるまでの間に，

転出国，住所・氏名などの記載事項に変更が生じた際

は変更届出書の提出が必要となります。 

申請を受け付けた在外公館は，３カ月以上の海外

居住を確認したうえで，外務省を経由して登録申請書

を登録申請先の選挙管理委員会へ送付します。 

本籍地への照会や審査を経て，在外選挙人名簿に

登録され，在外選挙人証が外務省を経由して交付さ

れます。 

在外選挙による投票には，①在外公館投票（在外公館に出向いて投票する） ②郵便等投票（国際郵便で投票用紙

を請求して郵便で投票する） ③日本国内における投票（盛岡市の投票所で期日前投票・当日投票または盛岡市選

管に不在者投票の申請をして他市区町村の選挙管理委員会で投票）――の３種類があります。 

詳しくは外務省ホームページをご覧ください。 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html 

 

在外選挙制度 

詳しくは 

⇒⇒⇒ 

◆外務省ホームページ 

 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/abroad.html 

◆総務省ホームページ 

 http://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html            【外務省】       【総務省】 

 

 

 

 

盛岡市選挙管理委員会 

〒020-8530 岩手県盛岡市内丸12番２号 

TEL：019-626-7582 FAX：019-626-7523 E-mail：senkan@city.morioka.iwate.jp    〔20180601版〕 

 

海外への転出届をした方へ 

海外に居住していても国政選挙で投票できます 

～在外選挙制度をご存じですか？～ 

 



出国時申請をする際は， 

申請者の確認のため，申請する方のパスポートをご用意ください。 
 

               

 

 

申請時にパスポートを提示できない場合は，申請する方の次のいずれかをご用意ください。 

 

①国又は地方公共団体が発行した顔写真が貼り付けてある書類 

運転免許証，個人番号カード（マイナンバーカード），写真付きの住民基本台帳カード 

 

②国又は地方公共団体が発行した顔写真がない書類２点 

年金手帳，健康保険証，医療受給者証，資格免状・免許証など 

 

③国又は地方公共団体が発行した顔写真がない書類１点と顔写真付きの証明書１点 

②のうち１点と民間企業の社員証や学生証，資格認定証など 

 

 

 

〔注意〕 

代理人が申請する場合は，申請する方のパスポート又は本人確認書類のほか，代理人の本人確認書類も合わせてご

用意ください。 

 


